
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 東海財務局長 

【提出日】 平成17年12月20日 

【中間会計期間】 第76期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

【会社名】 株式会社エフ・シー・シー 

【英訳名】 F.C.C. CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山本 佳英 

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市細江町中川7000番地の36 

【電話番号】 ０５３（５２３）２４００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  鈴木 章夫 

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市細江町中川7000番地の36 

【電話番号】 ０５３（５２３）２４００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  鈴木 章夫 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高 (百万円) 44,712 49,628 55,459 89,627 100,882 

経常利益 (百万円) 6,434 7,407 7,411 12,428 13,847 

中間（当期）純利

益 
(百万円) 3,766 4,243 4,023 7,192 8,153 

純資産額 (百万円) 42,933 49,232 58,225 44,946 52,703 

総資産額 (百万円) 68,592 76,300 92,512 70,803 82,304 

１株当たり純資産

額 
(円) 2,447.05 2,806.21 2,212.14 2,561.85 2,002.33 

１株当たり中間

（当期）純利益金

額 

(円) 214.65 241.89 152.86 409.94 309.83 

潜在株式調整後１

株当たり中間（当

期）純利益金額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 62.59 64.52 62.94 63.48 64.03 

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) 5,659 7,183 6,739 11,402 12,003 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) △3,448 △2,613 △5,353 △9,377 △7,430 

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 
(百万円) △1,281 △55 △763 △1,541 △430 

現金及び現金同等

物の中間期末（期

末）残高 

(百万円) 10,721 14,501 15,036 10,047 14,091 

従業員数 

［外、平均臨時雇

用者数］ 

(人) 
2,996 

[848] 

3,187 

[264] 

3,828 

[278] 

3,028 

[435] 

3,539 

[245] 

 



 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．平成16年11月22日付で、１株につき1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施しております。 

 なお、平成17年３月期の１株当たり当期純利益金額は、期首に分割が行われたものとして算定しておりま

す。 

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2)提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 24,234 25,329 27,260 49,922 52,614 

経常利益 (百万円) 2,570 2,723 3,073 4,916 4,675 

中間（当期）純利

益 
(百万円) 1,631 1,945 2,227 3,029 3,217 

資本金 (百万円) 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 

発行済株式総数 (千株) 17,548 17,548 26,322 17,548 26,322 

純資産額 (百万円) 32,691 35,970 39,492 34,076 37,043 

総資産額 (百万円) 48,374 51,146 56,925 49,294 53,101 

１株当たり純資産

額 
(円) 1,863.28 2,050.30 1,500.43 1,942.28 1,407.35 

１株当たり中間

（当期）純利益金

額 

(円) 93.01 110.87 84.64 172.67 122.28 

潜在株式調整後１

株当たり中間（当

期）純利益金額 

(円) － － － － － 

１株当たり中間

（年間）配当額 
(円) 13.00 15.00 21.00 26.00 28.00 

自己資本比率 (％) 67.58 70.33 69.38 69.13 69.76 

従業員数 

［外、平均臨時雇

用者数］ 

(人) 
878 

[114] 

908 

[114] 

1,016 

[143] 

866 

[113] 

931 

[125] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、持分法適用関連会社であった以下の会社が連結子会社となりました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門及び技術研究所に

所属しているものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（  ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

名称 住所 

資本金 

（百万ニュー

 台湾ドル） 

主要な事業の内容

議決権の所有割

合又は被所有割

合 

     （％） 

関係内容 

 （連結子会社）      

 光華興工業股份有限

公司 
 台湾、台南縣 195  二輪車用クラッチ

70 

(15) 

 当社製品、部品及び原

材料の販売。同社製品

及び部品の購入。役員

の兼任あり。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の部門別の名称を記載しております。 

 ２．特定子会社に該当しております。 

 ３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 ４．同社は、平成17年10月１日より台灣富士離合器股份有限公司に社名変更しております。 

 ５．同社の子会社である常州光華興精機有限公司、他３社を当中間連結会計期間において持分比率が増加したこ

とから、当中間連結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。 

  平成17年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

二輪車用クラッチ部門 2,016 (141) 

四輪車用クラッチ部門 1,243 (97) 

その他部門 300 (35) 

全社（共通） 269 (5) 

合計 3,828 (278) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 1,016 (143) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間の業績は売上高55,459百万円（前年同期比11.8％増）、営業利益7,046百万円（前年同期比

4.1％減）、経常利益7,411百万円（前年同期比0.1％増）、中間純利益4,023百万円（前年同期比5.2％減）となりま

した。 

 なお、国内における生産量増加に対応するため新たに建設した浜北工場（所在地：静岡県浜松市）は、本年８月よ

り量産を開始いたしました。加えてアジア地域における二輪車需要の増加、特にスクーター需要の拡大に機動的に対

応するため本年６月に台湾における関連会社で持分法適用会社であった光華興工業股份有限公司の株式を合弁先より

追加取得し、連結子会社としております。  

事業部門別の業績の概要は次のとおりであります。 

（二輪車用クラッチ部門） 

アジア地域、特にインドネシア、タイ、インドにおける二輪車需要の拡大に加え、国内においても二輪車の利用環

境改善に伴う小型二輪車（排気量251cc以上）の需要拡大等もあり、二輪車用クラッチ部門の売上高は27,411百万円

（前年同期比19.3％増）、営業利益は5,849百万円（前年同期比14.2％増）となりました。 

（四輪車用クラッチ部門） 

米国におけるオートマチック車用サービスパーツの販売は減少いたしましたが、主要販売先である本田技研工業㈱

の国内・海外生産が順調に推移したことにより、四輪車用クラッチ部門の売上高は22,476百万円（前年同期比5.0％

増）となりました。営業利益につきましては、エフシーシー（インディアナ）マニュファクチャリング リミテッド

ライアビリティカンパニーにおける新機種の立ち上がり費用の増加及びエフシーシー（アダムス）リミテッド ライ

アビリティカンパニーが本年５月より量産を開始したことに伴う償却費の増加、並びに国内における浜北新工場の立

ち上げに伴う準備費用及び生産工程移管費用等の発生、加えて研究開発費等の増加により1,304百万円（前年同期比

36.5％減）となりました。 

（その他の部門） 

北米におけるＡＴＶ（バギー車）の販売及び輸出用の汎用機用クラッチの販売が堅調に推移したことにより、その

他の部門の売上高は5,572百万円（前年同期比6.2％増）となりましたが、製品補償費の発生により107百万円（前年

同期は172百万円の営業利益）の営業損失となりました。 

所在地別セグメントの業績の概要は次のとおりであります。 

   （日本） 

主要販売先であります本田技研工業㈱の国内における四輪車生産が堅調に推移したことに加え、海外子会社向け二

輪車用クラッチ部品販売の増加により、売上高は20,504百万円（前年同期比4.9％増）となりました。営業利益につ

きましては、ロイヤリティー収入の増加等により四輪車用クラッチ部門に係る生産工程の移管費用及び研究開発費の

増加等による減少分を吸収し1,742百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

（北米） 

オートマチック車用パーツ販売は減少いたしましたが、主要販売先でありますホンダ トランスミッションマニュ

ファクチュアリング オブ アメリカ・インコーポレーテッドへの販売は順調に拡大し、売上高は12,698百万円（前年

同期比6.1％増）となりました。営業利益につきましては、エフシーシー（インディアナ）マニュファクチャリング

リミテッドライアビリティカンパニーにおける新機種立ち上がり費用の増加、エフシーシー（アダムス）リミテッド

ライアビリティカンパニーにおける償却費の増加及び製品補償費の発生もあり588百万円（前年同期比62.9％減）と

なりました。 

（アジア） 

アジア地域における二輪車需要の拡大によりインドネシア、タイ、及びインドの子会社は順調に業績を拡大し、売

上高は19,620百万円（前年同期比22.8％増）、営業利益は4,342百万円（前年同期比19.6％増）となりました。 

（その他の地域） 

ブラジル及び英国における子会社の業績は堅調に推移し、レアル高の影響もあり売上高は2,635百万円（前年同期

比23.2％増）、営業利益は388百万円（前年同期比61.0％増）となりました。 



(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得

による支出5,561百万円及び法人税等の支払額2,327百万円の支出等があったものの、税金等調整前中間純利益が

7,240百万円（前年同期比2.6％減）となったことなどにより、前中間連結会計期間末に比べ534百万円（前年同期比

3.7％増）増加し、当中間連結会計期間末には15,036百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は6,739百万円（前年同期比6.2％減）となりました。 

これは主に日本及び東南アジアの連結子会社の業績が好調であったものの、法人税等の支払額2,327百万円の支出

及びたな卸資産の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は5,353百万円（前年同期比104.8％増）となりました。 

これは主に日本における浜北工場の建設、並びに北米での四輪オートマチック車用クラッチ製造設備の新設及び増

設、加えて新規連結子会社となった光華興工業股份有限公司の株式取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は763百万円（前年同期比1,264.1％増）となりました。 

これは主に配当金の支払904百万円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は、次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の部門別の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

二輪車用クラッチ（百万円） 27,506 118.6 

四輪車用クラッチ（百万円） 22,926 107.1 

その他（百万円） 5,551 104.4 

合計（百万円） 55,983 112.2 

事業の部門別の名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

二輪車用クラッチ 28,397 121.5 5,300 129.8 

四輪車用クラッチ 22,972 106.1 4,078 112.9 

その他 5,769 107.8 960 111.6 

合計 57,138 113.5 10,338 120.8 

事業の部門別の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

二輪車用クラッチ（百万円） 27,411 119.3 

四輪車用クラッチ（百万円） 22,476 105.0 

その他（百万円） 5,572 106.2 

合計（百万円） 55,459 111.8 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

本田技研工業㈱ 12,785 25.8 13,070 23.6 

ホンダ トランスミッションマニ

ュファクチュアリング オブ ア

メリカ・インコーポレーテッド 

10,333 20.8 10,770 19.4 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）が対処すべき課題について、重要

な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、輸送機器の機能部品メーカーとして顧客ニーズを捉え独創的なアイデアと技術

で性能の優れた製品を供給することを基本方針に、二輪・四輪車用クラッチ及び汎用機用クラッチの摩擦材に関す

る基礎研究から生産技術を含めたコンポーネントとしてのクラッチ及び駆動系製品の研究開発を進めております。 

 また、既存製品の改良及び摩擦材を含めたクラッチの製造で蓄積された技術を活用し、新製品の開発も進めてお

ります。環境に寄与する新分野の製品研究としては、九州大学と協同で「多孔質ファイバー触媒シート」の研究を

推進しており、基礎研究の充実を図るために産学との共同開発を積極的に推進しております。 

現在、当社グループの研究開発活動は当社の技術研究所において行っており、当中間連結会計期間における研究

開発費の総額は1,487百万円であり、部門別の研究開発活動は、次のとおりであります。 

① 二輪車用クラッチ部門 

  モーターサイクル及びスクーター用の湿式・乾式摩擦材の開発、クラッチの小型軽量化、商品性向上に向け

ての技術開発及びコスト低減のための研究開発を行っております。また、業容拡大に向けて要素技術及び既存

技術応用による拡販促進のための研究も行っております。 

  当中間連結会計期間の主な成果は、スクーター用プーリーのアッセンブリー内製化に関する生産技術開発、

商品性向上を図った湿式遠心クラッチ用摩擦材の新機種適合、大排気量モーターサイクル用湿式多板クラッ

チ、新規顧客向けのクラッチ及び海外生産拠点の仕様に合わせた製品の開発等であります。 

② 四輪車用クラッチ部門 

ＣＶＴを含めたオートマチック車用クラッチ、オートマチック車用ロックアップクラッチ及びマニュアル車

用クラッチの摩擦材の開発、クラッチの商品性向上及び低フリクション化を目的とした研究開発を行っており

ます。また、当社の保有技術である摩擦板製造技術（セグメント方式）を応用した摩擦板の溝形状に関する要

素技術、オートマチック車用クラッチにおける多段化技術、軽量・コンパクト化に向けての研究開発及び開発

効率向上のためのシミュレーション対応等を行っております。 

当中間連結会計期間の主な成果は、新規顧客向け６速ＡＴプラネタリーミッション用クラッチの開発及び低

フリクション化対応のために新たに開発した次世代セグメント方式（フリクションを当社従来製法比70％低減

した摩擦板製造方法）によるオートマチック車用クラッチの新機種への適用等であります。マニュアル車用ク

ラッチにつきましては、中国部品の現地調達拡大及び商品性向上を図った新製法摩擦材を採用したクラッチの

新機種への適用等であります。 

③ その他の部門 

   湿式遠心摩擦材の開発からＡＴＶ（バギー車）における大排気量化に向けての発進・変速クラッチの商品性

及び耐久性向上を目的とした技術開発、コスト低減仕様の開発、既存技術応用による二輪・四輪駆動切替装置

及びファイナルデファレンシャルアッセンブリーの基礎研究を行っております。 

当中間連結会計期間の主な成果は、国内・海外メーカー向け新機種対応及び現地調達化の対応等であります。



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、更新について完了したも

のは、次のとおりであります。 

新設 

・ 竜洋工場のクラッチ製造設備の新設（608百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ 技術研究所の試験及び測定機器等の新設（566百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ 浜北工場の建物及びクラッチ製造設備の新設（412百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ 細江工場のクラッチ製造設備の新設（252百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ 天竜工場のクラッチ製造設備の新設（149百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ エフシーシー（インディアナ）マニュファクチャリング リミテッドライアビリティカンパニーのクラッチ

製造設備の新設（1,114百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ ピーティー エフシーシー インドネシアのクラッチ製造設備の新設（746百万円）は、平成17年６月まで

に完了いたしました。 

・ エフシーシー（タイランド）カンパニーリミテッドのクラッチ製造設備の新設（730百万円）は、平成17年

６月までに完了いたしました。 

・ エフシーシー（ノースカロライナ）リミテッドライアビリティカンパニーのクラッチ製造設備の新設（315

百万円）は、平成17年９月までに完了いたしました。 

・ エフシーシー（アダムス）リミテッドライアビリティカンパニーのクラッチ製造設備の新設（58百万円）

は、平成17年９月までに完了いたしました。 

(2）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨定款に定めております。 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 45,000,000 

計 45,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月20日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 26,322,015 26,322,015 
東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 26,322,015 26,322,015 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成17年４月１日～ 

 平成17年９月30日 
－ 26,322,015 － 4,175 － 4,555 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び資産管理サー

ビス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係るものであります。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（百株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２－１－１ 54,406 20.66 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社 
東京都中央区晴海１丁目８－11 30,192 11.47 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 14,799 5.62 

山本 松子 静岡県浜松市山手町38－30 11,914 4.52 

資産管理サービス信託

銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイランドト

リトンスクエアオフィスタワーＺ棟 
10,954 4.16 

株式会社ワイ・エー 静岡県浜松市山手町38－28 10,097 3.83 

山本 佳英 静岡県浜松市山手町38－28 8,812 3.34 

バンク オブ ニュー

ヨーク ジーシーエム 

クライアント アカウ

ンツ イー アイエス

ジー 

（常任代理人 株式会

社東京三菱銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4

A 2BB, UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１ カストディ業

務部） 

7,939 3.01 

エイチエスビーシー 

ファンド サービシィ

ズ スパークス アセ

ット マネジメント 

コーポレイテッド 

（常任代理人 香港上

海銀行東京支店） 

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG 

（東京都中央区日本橋３丁目11－１） 
4,787 1.81 

ステート ストリート 

バンク アンド トラ

スト カンパニー 

（常任代理人 株式会

社みずほコーポレー

ト銀行兜町証券決済

業務室） 

P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
4,216 1.60 

計 ― 158,118 60.07 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,900株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数39個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    1,100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 26,270,600 262,706 － 

単元未満株式 普通株式      50,315 － － 

発行済株式総数 26,322,015 － － 

総株主の議決権 － 262,706 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社エフ・シ

ー・シー 

静岡県浜松市細江

町中川7000番地の

36 

1,100 － 1,100 0.00 

計 － 1,100 － 1,100 0.00 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 3,990 4,130 4,290 4,760 4,790 4,490 

最低（円） 3,610 3,640 3,970 4,280 4,290 4,030 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項

のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人保森会計事務所により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   14,540   15,439   14,785  

２．受取手形及び売掛
金   13,238   16,745   14,813  

３．たな卸資産   7,205   10,352   8,593  

４．その他   4,885   4,548   4,998  

貸倒引当金   △10   △10   △10  

流動資産合計   39,860 52.2  47,075 50.9  43,180 52.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※ 13,775   16,313   13,895   

減価償却累計額  6,290 7,484  6,874 9,438  6,505 7,389  

(2）機械装置及び運
搬具  36,547   44,230   37,609   

減価償却累計額  24,404 12,143  27,017 17,212  25,515 12,093  

(3）工具器具備品  6,829   7,854   7,138   

減価償却累計額  5,609 1,220  6,409 1,445  5,946 1,191  

(4）土地 ※  4,822   5,721   5,496  

(5）建設仮勘定   2,898   1,564   4,887  

有形固定資産合計   28,568 37.5  35,382 38.2  31,059 37.7 

２．無形固定資産   301 0.4  696 0.8  287 0.4 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   5,493   6,800   5,547  

(2）その他 ※  2,108   2,588   2,260  

貸倒引当金   △31   △31   △31  

投資その他の資産
合計   7,570 9.9  9,357 10.1  7,776 9.4 

固定資産合計   36,440 47.8  45,437 49.1  39,124 47.5 

資産合計   76,300 100.0  92,512 100.0  82,304 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   8,172   11,253   9,279  

２．ファクタリング債
務 

   3,814   4,287   4,012  

３．短期借入金 ※  1,030   1,072   895  

４．未払法人税等   2,007   2,451   1,983  

５．賞与引当金   1,226   1,305   1,219  

６．役員賞与引当金   31   32   65  

７．その他 ※  2,383   3,890   3,275  

流動負債合計   18,667 24.5  24,293 26.3  20,732 25.2 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※  215   206   186  

２．退職給付引当金   1,565   1,534   1,551  

３．役員退職慰労引当
金   313   336   322  

４．その他 ※  1,778   2,468   2,026  

固定負債合計   3,873 5.1  4,545 4.9  4,086 5.0 

負債合計   22,540 29.6  28,838 31.2  24,819 30.2 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   4,528 5.9  5,448 5.9  4,781 5.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,175 5.5  4,175 4.5  4,175 5.1 

Ⅱ 資本剰余金   4,555 6.0  4,566 4.9  4,566 5.5 

Ⅲ 利益剰余金   41,097 53.8  48,425 52.4  44,744 54.4 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   2,444 3.2  3,073 3.3  2,487 3.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △3,029 △4.0  △2,011 △2.2  △3,268 △4.0 

Ⅵ 自己株式   △12 △0.0  △3 △0.0  △1 △0.0 

資本合計   49,232 64.5  58,225 62.9  52,703 64.0 

負債、少数株主持分
及び資本合計   76,300 100.0  92,512 100.0  82,304 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   49,628 100.0  55,459 100.0  100,882 100.0 

Ⅱ 売上原価   37,880 76.3  43,244 78.0  78,360 77.7 

売上総利益   11,747 23.7  12,215 22.0  22,522 22.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

１．荷造発送費  633   639   1,303   

２．給料手当  827   814   1,934   

３．賞与引当金繰入額  245   247   261   

４．役員賞与引当金繰
入額  31   32   65   

５．退職給付費用  90   91   174   

６．役員退職慰労引当
金繰入額  29   61   38   

７．減価償却費  80   83   164   

８．研究開発費  1,368   1,487   2,749   

９．その他  1,091 4,397 8.9 1,710 5,169 9.3 2,231 8,923 8.8 

営業利益   7,349 14.8  7,046 12.7  13,598 13.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  78   156   209   

２．受取配当金  23   35   51   

３．持分法による投資
利益  29   5   32   

４．賃貸収入  25   22   48   

５．為替差益  －   100   －   

６．その他  102 258 0.5 77 397 0.7 306 648 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  19   23   43   

２．賃貸費用  4   4   9   

３．為替差損  170   －   324   

４．その他  6 200 0.4 4 32 0.0 23 400 0.4 

経常利益   7,407 14.9  7,411 13.4  13,847 13.7 

Ⅵ 特別利益           

１．前期損益修正益 ※３ 50   63   113   

２．固定資産売却益 ※１ 3   3   40   

３．貸倒引当金戻入額  2 56 0.1 － 67 0.1 2 156 0.2 

           
 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除売却損 ※２ 29   234   73   

２．その他  0 30 0.0 2 237 0.4 0 74 0.1 

税金等調整前中間
（当期）純利益   7,433 15.0  7,240 13.1  13,929 13.8 

法人税、住民税及
び事業税  2,600   2,595   4,746   

法人税等調整額  △114 2,485 5.0 △160 2,435 4.4 △289 4,456 4.4 

少数株主利益   704 1.4  782 1.4  1,319 1.3 

中間（当期）純利
益   4,243 8.6  4,023 7.3  8,153 8.1 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,555  4,566  4,555 

Ⅱ 資本剰余金増加高            

 １．自己株式処分差益  － － － － 10 10 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残

高 
  4,555  4,566  4,566 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   37,082  44,744  37,082 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  4,243 4,243 4,023 4,023 8,153 8,153 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  228 228 342 342 491 491 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残

高 
  41,097  48,425  44,744 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー：     

税金等調整前中間（当期）純
利益  7,433 7,240 13,929 

減価償却費  2,284 2,650 4,731 

連結調整勘定償却額  － － △45 

貸倒引当金の増減額（減少：
△）  △2 0 △2 

賞与引当金の増減額（減少：
△）  67 85 61 

役員賞与引当金の増減額（減
少：△）  △28 △33 5 

退職給付引当金の増減額（減
少：△）  △21 △26 △34 

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）  △11 14 △2 

受取利息及び受取配当金  △101 △192 △261 

支払利息  19 23 43 

為替差損益（利益：△）  △41 △8 △3 

持分法による投資利益  △29 △5 △32 

前期損益修正損益（利益：
△）  △50 △63 △113 

有形固定資産売却益  △3 △3 △40 

有形固定資産除売却損  29 234 73 

売上債権の増減額（増加：
△）  28 △817 △1,650 

たな卸資産の増減額（増加：
△）  △479 △1,146 △1,951 

その他資産の増減額（増加：
△）  73 △19 △256 

仕入債務の増減額（減少：
△）  △72 678 1,091 

ファクタリング債務の増減額
（減少：△）  △95 185 △101 

その他負債の増減額（減少：
△）  149 64 784 

未払消費税等の増減額（減
少：△）  18 △2 △132 

小計  9,168 8,859 16,091 

利息及び配当金の受取額  157 197 316 

利息の支払額  △19 △23 △43 

その他  20 33 83 

法人税等の支払額  △2,143 △2,327 △4,443 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  7,183 6,739 12,003 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー：     

定期預金の預入による支出  △148 △50 △902 

定期預金の払戻による収入  328 434 419 

有形固定資産の取得による支
出  △3,658 △5,561 △8,269 

有形固定資産の売却による収
入  23 19 89 

無形固定資産の取得による支
出  △9 △2 △17 

投資有価証券の取得による支
出  △10 △12 △21 

新規連結子会社の取得による
支出   － △860 － 

その他の投資の取得による支
出  △86 △40 △432 

その他の投資の売却による収
入  16 1 38 

貸付金の貸付による支出  △2,872 △3,416 △6,396 

貸付金の回収による収入  3,804 4,155 8,060 

  
その他  － △19 － 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー  △2,613 △5,353 △7,430 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー：     

短期借入金の純増減額（減
少：△）  412 114 403 

長期借入れによる収入  50 50 50 

長期借入金の返済による支出  △30 △21 △153 

自己株式の処分による収入  － － 31 

自己株式の取得による支出  △2 △1 △12 

配当金の支払額  △227 △341 △491 

少数株主への配当金の支払額  △258 △563 △258 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー  △55 △763 △430 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額  △59 323 △97 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）  4,454 945 4,044 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,047 14,091 10,047 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※ 14,501 15,036 14,091 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数    15社 

㈱九州エフ・シー・シー 

エフシーシー（フィリピン

ズ）コーポレーション 

天龍産業㈱ 

エフシーシー（タイランド）

カンパニーリミテッド 

成都永華富士離合器有限公司 

上海中瑞・富士離合器有限公

司 

エフシーシー（ヨーロッパ）

リミテッド 

エフシーシー リコー リミ

テッド 

エフシーシー ド ブラジル

リミターダ 

ピーティー エフシーシー 

インドネシア 

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（インディア

ナ）マニュファクチャリング

リミテッドライアビリティカ

ンパニー 

エフシーシー（インディア

ナ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（ノースカロラ

イナ）リミテッドライアビリ

ティカンパニー 

エフシーシー（アダムス）リ

ミテッドライアビリティカン

パニー 

(1) 連結子会社の数    16社 

㈱九州エフ・シー・シー 

エフシーシー（フィリピン

ズ）コーポレーション 

天龍産業㈱ 

エフシーシー（タイランド）

カンパニーリミテッド 

成都永華富士離合器有限公司 

上海中瑞・富士離合器有限公

司 

エフシーシー（ヨーロッパ）

リミテッド 

エフシーシー リコー リミ

テッド 

エフシーシー ド ブラジル

リミターダ 

ピーティー エフシーシー 

インドネシア 

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（インディア

ナ）マニュファクチャリング

リミテッドライアビリティカ

ンパニー 

エフシーシー（インディア

ナ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（ノースカロラ

イナ）リミテッドライアビリ

ティカンパニー 

エフシーシー（アダムス）リ

ミテッドライアビリティカン

パニー 

光華興工業股份有限公司 

光華興工業股份有限公司は、

当中間連結会計期間において株

式を追加取得したことから、当

中間連結会計期間より連結の範

囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数    15社 

㈱九州エフ・シー・シー 

エフシーシー（フィリピン

ズ）コーポレーション 

天龍産業㈱ 

エフシーシー（タイランド）

カンパニーリミテッド 

成都永華富士離合器有限公司 

上海中瑞・富士離合器有限公

司 

エフシーシー（ヨーロッパ）

リミテッド 

エフシーシー リコー リミ

テッド 

エフシーシー ド ブラジル 

リミターダ 

ピーティー エフシーシー 

インドネシア 

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（インディア

ナ）マニュファクチャリング

リミテッドライアビリティカ

ンパニー 

エフシーシー（インディア

ナ）インコーポレイテッド 

エフシーシー（ノースカロラ

イナ）リミテッドライアビリ

ティカンパニー 

エフシーシー（アダムス）リ

ミテッドライアビリティカン

パニー 

 (2) 非連結子会社の名称等 

 ガンビット リアルティ イ

ンコーポレイテッド 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも小規模

であり、全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

(2) 非連結子会社の名称等 

 ガンビット リアルティ イ

ンコーポレイテッド 他４社 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

(2) 非連結子会社の名称等 

ガンビット リアルティ イ

ンコーポレイテッド 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも小規模

であり、全体としても連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてお

りません。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社数 

───────  

(1）持分法適用の非連結子会社数 

４社 

常州光華興精機有限公司 

 他３社 

常州光華興精機有限公司、他

３社は、当中間連結会計期間に

おいて持分比率が増加したこと

から、当中間連結会計期間より

持分法適用の範囲に含めており

ます。 

(1）持分法適用の非連結子会社数 

───────  

 (2) 持分法適用の関連会社数 

１社 

 光華興工業股份有限公司 

 中間決算日が中間連結決算日

と異なるため、当該会社の中間

会計期間にかかる財務諸表を使

用しております。 

(2）持分法適用の関連会社数 

該当事項はありません。 

なお、光華興工業股份有限公

司については「１．連結の範囲

に関する事項 (1) 連結子会社

の数」に記載のとおりでありま

す。 

(2）持分法適用の関連会社数 

 １社 

光華興工業股份有限公司 

 決算日が連結決算日と異なる

ため、当該会社の事業年度にか

かる財務諸表を使用しておりま

す。 

 (3）持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社 

 ガンビット リアルティ イ

ンコーポレイテッド 

 持分法を適用していない非連

結子会社 ガンビット リアル

ティ インコーポレイテッド

は、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(3）持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社 

同左 

(3）持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社 

ガンビット リアルティ イ

ンコーポレイテッド 

 持分法を適用していない非連

結子会社 ガンビット リアル

ティ インコーポレイテッド

は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち、エフシーシ

ー（タイランド）カンパニーリミ

テッド、成都永華富士離合器有限

公司、上海中瑞・富士離合器有限

公司、エフシーシー（ヨーロッ

パ）リミテッド、エフシーシー 

ド ブラジル リミターダ及びピ

ーティー エフシーシー インド

ネシアの中間決算日は６月30日で

あります。 

  

 中間連結財務諸表の作成にあた

って、これらの会社については、

同決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決

算日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

連結子会社のうち、エフシーシ

ー（タイランド）カンパニーリミ

テッド、成都永華富士離合器有限

公司、上海中瑞・富士離合器有限

公司、エフシーシー（ヨーロッ

パ）リミテッド、エフシーシー 

ド ブラジル リミターダ、ピー

ティー エフシーシー インドネ

シア及び光華興工業股份有限公司

の中間決算日は６月30日でありま

す。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

って、これらの会社については、

同決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決

算日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

連結子会社のうち、エフシーシ

ー（タイランド）カンパニーリミ

テッド、成都永華富士離合器有限

公司、上海中瑞・富士離合器有限

公司、エフシーシー（ヨーロッ

パ）リミテッド、エフシーシー 

ド ブラジル リミターダ及びピ

ーティー エフシーシー インド

ネシアの決算日は12月31日であり

ます。 

  

連結財務諸表の作成にあたっ

て、これらの会社については、同

決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から

３月31日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価

は主として総平均法によ

り算定しております。） 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主

として総平均法により算

定しております。） 

 時価のないもの 

 主として総平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

製品・仕掛品 

 主として総平均法による

原価法 

② たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

② たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

 原材料・貯蔵品 

 主として先入先出法によ

る原価法 

原材料・貯蔵品 

同左 

原材料・貯蔵品 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法を、また、在外連結子

会社は主として定額法を採用

しております。（ただし、当

社及び国内連結子会社は平成

10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）

は定額法を採用しておりま

す。） 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

７年～42年 

機械装置及び運搬具 

２年～10年 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額

法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率に基

づき、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

 また、在外連結子会社につ

いては、個別の債権の回収可

能性を勘案した所要見積額を

計上しております。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ② 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支

給見込額のうち当中間連結会

計期間負担額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上してお

ります。 

 ③ 役員賞与引当金 

当社は、役員に対して支給

する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当中間

連結会計期間負担額を計上し

ております。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

当社は、役員に対して支給

する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。 

 ④ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

（18年）による定率法により

按分した額を発生年度から費

用処理しております。 

④ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

（18年）による定率法により

按分した額を発生年度から費

用処理しております。 

④ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、発生年度

に一括償却しております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間（18年）による定率法

により発生年度から費用処理

しております。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社の

一部は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計上

しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社の

一部は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上して

おります。 

 (ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。 

(ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社等の決算日の直

物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

 (ホ）重要なリース取引の処理方

法 

 主としてリース物件の所有

権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナン

ス・リース取引については通

常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており

ます。 

(ホ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(ホ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ヘ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

(ヘ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

(ヘ）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会

計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 消費税及び地方消費税の会

計処理 

同左 

 消費税及び地方消費税の会計

処理 

同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に満期又は償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ───────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。  

 ─────── 



追加情報 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

役員賞与の会計処理 

「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第

13号）に基づき、前連結会計年度の下期より

役員賞与を報酬として引当金計上しておりま

す。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が

31百万円減少しております。 

セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

 ───────  ─────── 

外形標準課税 

「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）が公表されたことに伴い、当中間連結

会計期間から同実務対応報告に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が35百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益が35百万円減少しておりま

す。 

 ─────── ────── 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※ 担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。 

※ 担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。 

※ 担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 担保資産 担保資産 

建物 233百万円

土地 325 

投資その他の資産そ

の他 
600 

合計 1,158 

建物    255百万円

土地 421 

投資その他の資産そ

の他 
617 

合計 1,294 

建物    260百万円

土地 325 

投資その他の資産そ

の他 
612 

合計 1,198 

担保債務 担保債務 担保債務 

短期借入金 187百万円

流動負債その他 543 

長期借入金 215 

合計 946 

短期借入金    52百万円

流動負債その他 566 

長期借入金 206 

固定負債その他 32 

合計 857 

短期借入金   43百万円

流動負債その他 542 

長期借入金 186 

合計 772 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

※１．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

※１．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具 ３百万円 機械装置及び運搬具  ３百万円 機械装置及び運搬具  40百万円

   

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。 

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。 

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。 

売却損  

機械装置及び運搬

具 

７百万円

工具器具備品 ０百万円

除却損  

建物及び構築物 ９百万円

機械装置及び運搬

具 

11百万円

工具器具備品 １百万円

合計 29百万円

売却損  

機械装置及び運搬

具 

 １百万円

除却損  

建物及び構築物  33百万円

機械装置及び運搬

具 

  197百万円

工具器具備品  ２百万円

合計   234百万円

売却損  

機械装置及び運搬

具 

 11百万円

工具器具備品  ０百万円

除却損  

建物及び構築物   13百万円

機械装置及び運搬

具 

   43百万円

工具器具備品   ４百万円

合計    73百万円

※３．前期損益修正益は、エフシーシー（タ

イランド）カンパニーリミテッドにおけ

る過年度の輸入税に対する還付金であり

ます。 

※３．      同左 ※３．      同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 14,540百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△39百万円

現金及び現金同等物 14,501百万円

現金及び預金勘定     15,439百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
  △402百万円

現金及び現金同等物    15,036百万円

現金及び預金勘定     14,785百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
   △694百万円

現金及び現金同等物     14,091百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

482 206 275 

工具器具備
品 

246 128 117 

合計 728 335 393 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

420 196 224 

工具器具備
品 

204 93 110 

合計 624 289 335 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

478 229 249 

工具器具備
品 

276 153 123 

合計 755 382 372 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 98百万円

１年超 294百万円

合計 393百万円

１年内   82百万円

１年超    253百万円

合計    335百万円

１年内    89百万円

１年超    282百万円

合計    372百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 56百万円

支払リース料   49百万円

減価償却費相当額   49百万円

支払リース料    111百万円

減価償却費相当額    111百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 11百万円

１年超 36百万円

合計 47百万円

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

１年内   12百万円

１年超   23百万円

合計   35百万円

１年内   21百万円

１年超   22百万円

合計   43百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 876 5,054 4,178 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 876 5,054 4,178 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 140 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 901 6,153 5,252 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 111 111 － 

合計 1,012 6,265 5,252 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 140 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日

至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1) 株式 887 5,138 4,250 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 887 5,138 4,250 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 140 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１

日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメント売

上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいず

れも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………………米国 

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア 

(3) その他の地域………英国、ブラジル 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる事項」（追加情報）に記載のとおり当社は、前中間連結会計

期間まで利益処分として支給していた役員賞与を前連結会計年度から報酬として引当金計上しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、日本については営業利益が31百万円少なく計

上されております。なお、日本以外のセグメントについて与える影響はありません。また、同記載のとお

り当社は「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間から同実務対応

報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、日本については営業利益が35百万円少なく計上されております。なお、日本以外のセグメ

ントについて与える影響はありません。 

 
日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
19,549 11,966 15,971 2,140 49,628 － 49,628 

(2) セグメント間の内部

売上高 
6,224 1,018 853 403 8,500 (8,500) － 

計 25,774 12,984 16,825 2,544 58,128 (8,500) 49,628 

営業費用 24,070 11,400 13,195 2,303 50,970 (8,691) 42,278 

営業利益 1,703 1,584 3,629 241 7,158 191 7,349 



当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………………米国 

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア 

(3) その他の地域………英国、ブラジル 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………………米国 

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア 

(3) その他の地域………英国、ブラジル 

 
日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
20,504 12,698 19,620 2,635 55,459 － 55,459 

(2) セグメント間の内部

売上高 
7,262 951 1,447 647 10,310 (10,310) － 

計 27,767 13,649 21,068 3,283 65,769 (10,310) 55,459 

営業費用 26,025 13,061 16,725 2,895 58,708 (10,294) 48,413 

営業利益 1,742 588 4,342 388 7,061 (15) 7,046 

 
日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

アジア 
(百万円) 

その他の
地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
40,460 23,698 32,511 4,212 100,882 － 100,882 

(2) セグメント間の内部

売上高 
13,144 1,805 2,125 936 18,012 (18,012) － 

計 53,605 25,503 34,637 5,149 118,895 (18,012) 100,882 

営業費用 50,015 22,701 28,030 4,664 105,411 (18,128) 87,283 

営業利益 3,589 2,802 6,606 485 13,483 115 13,598 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米………………米国 

(2) アジア……………タイ、台湾、フィリピン、中国、インド、インドネシア 

(3）その他の地域……英国、イタリア、ブラジル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,750 16,221 2,265 32,238 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 49,628 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
27.7 32.7 4.6 65.0 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,409 19,781 2,848 37,039 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 55,459 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
26.0 35.7 5.1 66.8 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,113 32,941 4,472 64,528 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 100,882 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
26.9 32.7 4.4 64.0 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,806.21円

１株当たり中間純利益金額 241.89円

１株当たり純資産額 2,212.14円

１株当たり中間純利益金額 152.86円

１株当たり純資産額      2002.33円

１株当たり当期純利益金額       309.83円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

 当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施

しております。なお、当該株式分割が前中間

会計期間の期首に行われたと仮定した場合の

前中間連結会計期間における１株当たりの情

報については、以下のとおりとなります。 

 当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施

しております。なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の前連結会計年度

における１株当たりの情報については、以下

のとおりとなります。 

   

   

１株当たり純資産額 1,870.81円

１株当たり中間純利益金額       161.26円

１株当たり純資産額 1,707.90円

１株当たり当期純利益金額       273.29円

   また、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。 

 また、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 4,243 4,023 8,153 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
4,243 4,023 8,153 

期中平均株式数（千株） 17,544 26,321 26,316 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 平成16年８月23日開催の当社取締役会決議

に基づき、次のように株式分割による新株式

を発行しております。 

 １．株式分割の目的 

 当社株式の流動性向上を図るとともに、

１単元当たりの投資金額を引下げ、投資家

層の拡大を目的とするものであります。 

 ２．株式分割の概要 

 平成16年11月22日付をもって普通株式１

株を1.5株に分割します。 

 (1)分割により増加する株式数 

 普通株式 8,774,005株 

 (2)分割方法 

 平成16年９月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の

所有株式数を１株につき1.5株の割合をも

って分割します。 

 (3)配当起算日 

 平成16年10月１日 

 ３．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間連結会計期間及び前連結

会計年度における１株当たり情報並びに当

期首に行われたと仮定した場合の当中間連

結会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

前中間連結 

会計期間 

当中間連結 

会計期間 

前連結会計 

年度 

 １株当たり

純資産額 

 １株当たり

純資産額 

 １株当たり

純資産額 

 1,631円36銭 1,870円81銭  1,707円90銭 

 １株当たり 

中間純利益 

金額 

 １株当たり 

中間純利益 

金額 

 １株当たり 

当期純利益 

金額 

 143円10銭  161円26銭  273円29銭 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

当期純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

 平成17年10月27日開催の当社取締役会にお

いて、ベトナムにおける二輪車・四輪車需要

の拡大に対応するためベトナムにおける生産

子会社の設立を決議し、平成17年11月18日に

設立いたしました。 

  新たに設立された新会社の概要 

 (1)商号 エフシーシー（ベトナ

ム）カンパニーリミテ

ッド 

英文名：FCC(VIETNAM)

CO.,LTD. 

 (2)代表者  鈴木 勝久 

 (3)本店所在地 ベトナム、ハノイ市、

タン ロン 工業団地 

 (4)設立年月日 平成17年11月18日 

 (5)主な事業の内

容 

二輪車・四輪車用クラ

ッチ及び同部品の製造

販売 

 (6)決算期 12月 

 (7)従業員数 約230名（平成18年度予

定） 

 (8)主な事業所 ベトナム、ハノイ市 

 (9)資本の額 10百万米ドル 

 (10)発行済株式総

数 

500株 

 (11)大株主及び所

有割合 

当社  70％ 

アジアホンダモーター

カンパニー・リミテッ

ド    30％ 

 平成17年６月20日開催の取締役会におい

て、関連会社で持分法適用会社である光華興

工業股份有限公司の株式を合弁先より追加取

得し子会社化することを決議いたしました。 

 ①子会社化の理由 

アジア地域における二輪車需要の増加、

特にスクーター需要の拡大に機動的に対

応するためであります。 

 ②光華興工業股份有限公司の概要 

 ③最近事業年度における業績の動向 

 ④株式の取得先 

 ※光陽工業股份有限公司の所有株式数のうち

4,582,500株を当社で、2,925,000株を当社

100％出資の子会社であるエフシーシー（フ

ィリピンズ）コーポレーションが取得いた

します。 

 商号  光華興工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷土庫村

太乙路38號 

 設立年月日  平成４年６月１日 

 主な事業の内容
 二輪車用クラッチ及び二輪

車用部品の製造販売 

 決算期  12月 

 従業員数 
 168名（平成16年12月末現

在） 

 資本金  195百万ニュー台湾ドル 

 発行済株式総数  19,500,000株 

大株主及び所

有割合 

 株主名  所有割合

光陽工業股份

有限公司 
 38.50％ 

当社  23.00％ 

宏達投資股份

有限公司 
 18.92％ 

金華興工業股

份有限公司 
 10.17％ 

旭興工業股份

有限公司 
 8.74％ 

  平成15年12月期 平成16年12月期

 売上高 2,597百万円 3,166百万円 

 売上総利益 458百万円 534百万円 

 営業利益 236百万円 285百万円 

 経常利益 348百万円 281百万円 

 当期利益 228百万円 177百万円 

 総資産 2,092百万円 2,293百万円 

 株主資本 1,266百万円 1,272百万円 

 １株当たり

配当金 
８円58銭 ８円45銭 

 商号  光陽工業股份有限公司 

 代表者  柯 弘明 

 本店所在地 
 台湾省高雄市三民区湾興街

35号 

 主な事業の内容
 スクーター・オートバイ製

造 

 当社との関係  － 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

 ※宏達投資股份有限公司の所有株式数のうち

763,750株を当社が取得いたします。 

 ※金華興工業股份有限公司の所有株式数のう

ち763,750株を当社が取得いたします。 

 ※寰総投資股份有限公司の所有株式数65,000

株を当社が取得いたします。 

 ※良佑工業股份有限公司の所有株式数65,000

株を当社が取得いたします。 

 ⑤取得株式数、取得価額及び取得前後の所

有株式数の状況 

 ・取得株式数      9,165,000株 

 （内、間接取得株式数  2,925,000株） 

 ・取得価額    286百万ニュー台湾ドル 

 （内、間接取得価額 91百万ニュー台湾ドル） 

 ・所有株式数 

 ・議決権の数 

 ⑥異動年月日 

 平成17年６月下旬 

 ※当該株式の取得により光華興工業股份有限

公司は、特定子会社となります。 

 商号  宏達投資股份有限公司 

 代表者  林 明宏 

 本店所在地 
 台湾省台南市東区中華路三

段357巷15号 

 主な事業の内容  投資会社 

 当社との関係  － 

 商号  金華興工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 本店所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷保安村

永徳路37号 

 主な事業の内容
 二輪・四輪用車関連部品製

造 

 当社との関係  － 

 商号  寰総投資股份有限公司 

 代表者  林 明宏 

 本店所在地 
 台湾省台南市東区中華路三

段357巷15号 

 主な事業の内容  投資会社 

 当社との関係  － 

 商号  良佑工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 本店所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷保安村

永徳路39号 

 主な事業の内容  自動車部品製造 

 当社との関係  － 

 異動前  異動後 

 4,485,000株  13,650,000株 

 所有割合23.0％  所有割合70.0％ 

 （内、間接所有割合

－％） 

 （内、間接所有割合

15.0％） 

 異動前  異動後 

 4,485,000個  13,650,000個 

 所有割合23.0％  所有割合70.0％ 

 （内、間接所有割合

－％） 

 （内、間接所有割合

15.0％） 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  7,148   6,410   6,437   

２．受取手形  71   27   60   

３．売掛金  10,014   10,870   10,552   

４．たな卸資産  2,571   3,390   3,017   

５．その他  2,143   1,775   1,810   

貸倒引当金  △2   △2   △2   

流動資産合計   21,947 42.9  22,473 39.5  21,876 41.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  2,416   3,575   2,334   

(2）機械及び装置  4,426   5,428   4,719   

(3）土地  3,486   4,163   4,163   

(4）その他  1,190   1,586   2,037   

有形固定資産合計   11,520 22.5  14,753 25.9  13,255 25.0 

２．無形固定資産   79 0.2  66 0.1  71 0.1 

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  13,809   15,360   13,842   

(2）その他 ※２ 3,817   4,299   4,082   

貸倒引当金  △27   △27   △27   

投資その他の資産
合計   17,598 34.4  19,632 34.5  17,897 33.7 

固定資産合計   29,198 57.1  34,452 60.5  31,224 58.8 

資産合計   51,146 100.0  56,925 100.0  53,101 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  1,649   1,895   1,882   

２．買掛金  3,831   4,283   4,073   

３．ファクタリング債
務  3,814   4,287   4,012   

４．未払法人税等  698   655   493   

５．賞与引当金  1,079   1,142   1,067   

６．役員賞与引当金  31   32   65   

７．その他 ※２ 1,144   1,883   1,529   

流動負債合計   12,249 24.0  14,181 24.9  13,124 24.7 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  1,428   1,366   1,401   

２．役員退職慰労引当
金  296   314   301   

３．その他  1,202   1,571   1,230   

固定負債合計   2,926 5.7  3,252 5.7  2,933 5.5 

負債合計   15,175 29.7  17,433 30.6  16,057 30.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,175 8.2  4,175 7.4  4,175 7.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  4,555   4,555   4,555   

２．その他資本剰余金  －   10   10   

資本剰余金合計   4,555 8.9  4,566 8.0  4,566 8.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  1,043   1,043   1,043   

２．任意積立金  20,247   22,734   20,247   

３．中間（当期）未処
分利益  3,595   4,003   4,605   

利益剰余金合計   24,886 48.6  27,782 48.8  25,896 48.8 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   2,364 4.6  2,972 5.2  2,406 4.5 

Ⅴ 自己株式   △12 △0.0  △3 △0.0  △1 △0.0 

資本合計   35,970 70.3  39,492 69.4  37,043 69.8 

負債・資本合計   51,146 100.0  56,925 100.0  53,101 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   25,329 100.0  27,260 100.0  52,614 100.0 

Ⅱ 売上原価   20,348 80.3  22,015 80.8  42,654 81.1 

売上総利益   4,980 19.7  5,245 19.2  9,960 18.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,305 13.1  3,653 13.4  6,636 12.6 

営業利益   1,674 6.6  1,591 5.8  3,323 6.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,060 4.2  1,492 5.5  1,391 2.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  11 0.0  10 0.0  38 0.0 

経常利益   2,723 10.8  3,073 11.3  4,675 8.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  4 0.0  － －  5 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  15 0.1  160 0.6  51 0.1 

税引前中間（当
期）純利益   2,712 10.7  2,912 10.7  4,629 8.8 

法人税、住民税及
び事業税  829   843   1,420   

法人税等調整額  △62 767 3.0 △158 684 2.5 △9 1,411 2.7 

中間（当期）純利
益   1,945 7.7  2,227 8.2  3,217 6.1 

前期繰越利益   1,650   1,775   1,650  

中間配当額   －   －   263  

中間（当期）未処
分利益   3,595   4,003   4,605  

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平均

法により算定しておりま

す。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法に

より算定しております。） 

 時価のないもの 

 総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

 原材料・貯蔵品 

 先入先出法による原価法 

  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）につ

いては定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     10年～38年 

機械及び装置    10年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま 

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に基づ

き、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額のうち当中間会計期間

負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しており

ます。 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当中間会計期間負

担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間（18

年）による定率法により按分

した額を発生年度から費用処

理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しており

ます。 

過去勤務債務は、発生年度

に一括償却しております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間（18年）による定率法

により発生年度から費用処理

しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しており

ます。 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ─────── （固定資産の減損に係る会計基準）  

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

役員賞与の会計処理 

「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第

13号）に基づき、前事業年度の下期より役員

賞与を報酬として引当金計上しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益が31百万

円減少しております。 

────── ────── 

外形標準課税 

「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）が公表されたことに伴い、当中間会計

期間から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が35百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が35百万円減少しております。 

────── ────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

21,559百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

     21,970百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      22,149百万円 

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。 

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。 

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。 

担保提供資産 担保提供資産 担保提供資産 

資産の種類 
金額 

（百万円） 
担保権の種類 

投資その他
の資産その
他 

  

（長期金銭
信託） 

600 
従業員預り金
を保全する為
の担保 

合計 600 － 

資産の種類 
金額 

（百万円） 
担保権の種類 

投資その他
の資産その
他 

  

（長期金銭
信託） 

600 
従業員預り金
を保全する為
の担保 

資産の種類 
金額 

（百万円） 
担保権の種類 

投資その他
の資産その
他 

  

（長期金銭
信託） 

600 
従業員預り金
を保全する為
の担保 

上記担保提供資産に対応する債務 上記担保提供資産に対応する債務 上記担保提供資産に対応する債務 

債務の種類 金額（百万円） 

流動負債その他  

（従業員預り金） 543 

合計 543 

債務の種類 金額（百万円） 

流動負債その他  

（従業員預り金） 566 

債務の種類 金額（百万円） 

流動負債その他  

（従業員預り金） 542 

３．偶発債務 

 下記の会社の金融機関からの債務等に

対して次のとおり保証を行っておりま

す。 

３．偶発債務 

 下記の会社の金融機関等からの債務等

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。 

３．偶発債務 

 下記の会社の金融機関からの債務等に

対して次のとおり保証を行っておりま

す。 

被保証者 保証金額 保証の内容 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

31百万人民元 
(420百万円) 

借入金 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

４百万米ドル
(444百万円) 

借入金 

被保証者 保証金額 保証の内容 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

44百万人民元 
(619百万円) 

借入金 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

６百万米ドル
(679百万円) 

借入金 

被保証者 保証金額 保証の内容 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

31百万人民元
(405百万円) 

借入金 

上海中瑞・
富士離合器
有限公司 

５百万米ドル
(536百万円) 

借入金 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

受取利息 ３百万円

受取配当金 778百万円

賃貸収入 25百万円

設備取次手数料 122百万円

為替差益 39百万円

技術指導料 65百万円

受取利息   ２百万円

受取配当金    1,201百万円

賃貸収入   21百万円

設備取次手数料    149百万円

為替差益   15百万円

技術指導料   81百万円

受取利息   10百万円

受取配当金    860百万円

賃貸収入   51百万円

設備取次手数料    279百万円

技術指導料    137百万円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

支払利息 ６百万円 支払利息   ６百万円 支払利息   13百万円

為替差損   16百万円

※３．特別利益は、貸倒引当金戻入額４百万

円であります。 

※３．     ─────── ※３．特別利益のうち主要なものは貸倒引当

金戻入額４百万円であります。 

※４．特別損失のうち主要なものは固定資産

除売却損15百万円であります。 

※４．特別損失は固定資産除売却損160百万

円であります。 

※４．特別損失は固定資産除売却損51百万円

であります。 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 775百万円

無形固定資産 ７百万円

有形固定資産    860百万円

無形固定資産   ６百万円

有形固定資産      1,683百万円

無形固定資産   14百万円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械及び装
置 

475 202 273 

その他 237 125 112 

合計 713 327 385 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装
置 

417 194 222 

その他 190 91 99 

合計 608 286 322 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装
置 

475 228 247 

その他 262 142 119 

合計 737 370 366 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 （注）     同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 95百万円

１年超 289百万円

合計 385百万円

１年内   78百万円

１年超    243百万円

合計    322百万円

１年内 87百万円

１年超 278百万円

合計 366百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

 （注）     同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 54百万円

減価償却費相当額 54百万円

支払リース料   48百万円

減価償却費相当額   48百万円

支払リース料 107百万円

減価償却費相当額   107百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。  

  

  



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,050.30円

１株当たり中間純利益金額 110.87円

１株当たり純資産額     1,500.43円

１株当たり中間純利益金額       84.64円

１株当たり純資産額   1,407.35円

１株当たり当期純利益金額     122.28円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

 当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施

しております。なお、当該株式分割が前中間

会計期間の期首に行われたと仮定した場合の

前中間会計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。 

 当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施

しております。なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

 １株当たり純資産額   1,366.86円

１株当たり中間純利益金額     73.91円

１株当たり純資産額   1,294.85円

１株当たり当期純利益金額     115.11円

  また、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

 また、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,945 2,227 3,217 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,945 2,227 3,217 

期中平均株式数（千株） 17,544 26,321 26,316 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 平成16年８月23日開催の当社取締役会決議

に基づき、次のように株式分割による新株式

を発行しております。 

 １．株式分割の目的 

 当社株式の流動性向上を図るとともに、

１単元当たりの投資金額を引下げ、投資家

層の拡大を目的とするものであります。 

 ２．株式分割の概要 

 平成16年11月22日付をもって普通株式１

株を1.5株に分割します。 

 (1)分割により増加する株式数 

 普通株式 8,774,005株 

 (2)分割方法 

 平成16年９月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の

所有株式数を１株につき1.5株の割合をも

って分割します。 

 (3)配当起算日 

 平成16年10月１日 

 ３．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

前中間会計 

期間 

当中間会計 

期間 
前事業年度 

 １株当たり

純資産額 

 １株当たり

純資産額 

 １株当たり

純資産額 

 1,242円19銭 1,366円86銭  1,294円85銭 

 １株当たり 

中間純利益 

金額 

 １株当たり 

中間純利益 

金額 

 １株当たり 

当期純利益 

金額 

 62円00銭  73円91銭  115円11銭 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

当期純利益

金額につい

ては、潜在

株式が存在

していない

ため記載し

ておりませ

ん。 

 平成17年10月27日開催の取締役会におい

て、ベトナムにおける二輪車・四輪車需要

の拡大に対応するためベトナムにおける生

産子会社の設立を決議し、平成17年11月18

日に設立いたしました。 

 なお、詳細については連結財務諸表におけ

る「重要な後発事象」に記載のとおりであ

ります。 

 平成17年６月20日開催の取締役会におい

て、関連会社で持分法適用会社である光華興

工業股份有限公司の株式を合弁先より追加取

得し子会社化することを決議いたしました。 

 ①子会社化の理由 

アジア地域における二輪車需要の増加、

特にスクーター需要の拡大に機動的に対

応するためであります。 

 ②光華興工業股份有限公司の概要 

 ③最近事業年度における業績の動向 

 ④株式の取得先 

 ※光陽工業股份有限公司の所有株式数のうち

4,582,500株を当社で、2,925,000株を当社

100％出資の子会社であるエフシーシー（フ

ィリピンズ）コーポレーションが取得いた

します。 

 商号  光華興工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷土庫村

太乙路38號 

 設立年月日  平成４年６月１日 

 主な事業の内容
 二輪車用クラッチ及び二輪

車用部品の製造販売 

 決算期  12月 

 従業員数 
 168名（平成16年12月末現

在） 

 資本金  195百万ニュー台湾ドル 

 発行済株式総数  19,500,000株 

大株主及び所

有割合 

 株主名  所有割合

光陽工業股份

有限公司 
 38.50％ 

当社  23.00％ 

宏達投資股份

有限公司 
 18.92％ 

金華興工業股

份有限公司 
 10.17％ 

旭興工業股份

有限公司 
 8.74％ 

  平成15年12月期 平成16年12月期

 売上高 2,597百万円 3,166百万円 

 売上総利益 458百万円 534百万円 

 営業利益 236百万円 285百万円 

 経常利益 348百万円 281百万円 

 当期利益 228百万円 177百万円 

 総資産 2,092百万円 2,293百万円 

 株主資本 1,266百万円 1,272百万円 

 １株当たり

配当金 
８円58銭 ８円45銭 

 商号  光陽工業股份有限公司 

 代表者  柯 弘明 

 本店所在地 
 台湾省高雄市三民区湾興街

35号 

 主な事業の内容
 スクーター・オートバイ製

造 

 当社との関係  － 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

 ※宏達投資股份有限公司の所有株式数のうち

763,750株を当社が取得いたします。 

 ※金華興工業股份有限公司の所有株式数のう

ち763,750株を当社が取得いたします。 

 ※寰総投資股份有限公司の所有株式数65,000

株を当社が取得いたします。 

 ※良佑工業股份有限公司の所有株式数65,000

株を当社が取得いたします。 

 ⑤取得株式数、取得価額及び取得前後の所

有株式数の状況 

 ・取得株式数      9,165,000株 

 （内、間接取得株式数  2,925,000株） 

 ・取得価額    286百万ニュー台湾ドル 

 （内、間接取得価額 91百万ニュー台湾ドル） 

 ・所有株式数 

 ・議決権の数 

 ⑥異動年月日 

 平成17年６月下旬 

 ※当該株式の取得により光華興工業股份有限

公司は、特定子会社となります。 

 商号  宏達投資股份有限公司 

 代表者  林 明宏 

 本店所在地 
 台湾省台南市東区中華路三

段357巷15号 

 主な事業の内容  投資会社 

 当社との関係  － 

 商号  金華興工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 本店所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷保安村

永徳路37号 

 主な事業の内容
 二輪・四輪車用関連部品製

造 

 当社との関係  － 

 商号  寰総投資股份有限公司 

 代表者  林 明宏 

 本店所在地 
 台湾省台南市東区中華路三

段357巷15号 

 主な事業の内容  投資会社 

 当社との関係  － 

 商号  良佑工業股份有限公司 

 代表者  林 明良 

 本店所在地 
 台湾省台南縣仁徳郷保安村

永徳路39号 

 主な事業の内容  自動車部品製造 

 当社との関係  － 

 異動前  異動後 

 4,485,000株  13,650,000株 

 所有割合23.0％  所有割合70.0％ 

 （内、間接所有割合

－％） 

 （内、間接所有割合

15.0％） 

 異動前  異動後 

 4,485,000個  13,650,000個 

 所有割合23.0％  所有割合70.0％ 

 （内、間接所有割合

－％） 

 （内、間接所有割合

15.0％） 



(2）【その他】 

平成17年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額 ……………… 552百万円 

(ロ)１株当たりの金額 …………………………… 21円00銭 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 …… 平成17年12月９日 

 （注） 平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 臨時報告書 

 平成17年６月20日東海財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(2) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第75期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月24日東海財務局長に提出。 

(3) 臨時報告書 

 平成17年10月27日東海財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成16年12月20日

株式会社エフ・シー・シー    

 取締役会 御中  

 監査法人 保森会計事務所  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢部 豊  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 津倉 眞  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エフ・シー・シーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社エフ・シー・シー及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務

諸表に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月20日

株式会社エフ・シー・シー    

 取締役会 御中  

 監査法人 保森会計事務所  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢部 豊  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 津倉 眞  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式 

会社エフ・シー・シーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社エフ・シー・シー及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月27日開催の取締役会において、ベトナムに子会社エフ

シーシー（ベトナム）カンパニーリミテッドの設立を決議し、平成17年11月18日に設立した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成16年12月20日

株式会社エフ・シー・シー    

 取締役会 御中  

 監査法人 保森会計事務所  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢部 豊  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 津倉 眞  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エフ・シー・シーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第75期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エフ・シー・シーの平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表

に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月20日

株式会社エフ・シー・シー    

 取締役会 御中  

 監査法人 保森会計事務所  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢部 豊  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 津倉 眞  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式 

会社エフ・シー・シーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第76期事業年度の中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エフ・シー・シーの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月27日開催の取締役会において、ベトナムに子会社エフ

シーシー（ベトナム）カンパニーリミテッドの設立を決議し、平成17年11月18日に設立した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 
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